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四国大学父母会会則 

第１章 総則 

第１条 本会は、四国大学父母会という。 

第２条 本会の事務所は、四国大学内に置く。 

第３条 本会は、正会員（四国大学及び同短期大学部に在学する学生の父母又は父母に準ずる者をいう。）、特別会員（四

国大学及び同短期大学部の教職員をいう。）及び賛助会員（本会の趣旨に賛同する者をいう。）をもって組織する。 

第２章 目的 

第４条 本会は、四国大学及び同短期大学部の発展のため、大学に協力してその教育の振興を図ることを目的とする。 

第５条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 (１) 学生及び教職員の教育研究活動の援助 

 (２) 就職支援への補助 

 (３) 学生研修クラブ等課外活動の援助 

 (４) 学生生活上の安全確保に関する援助 

 (５) 大学との情報交換に関する援助 

 (６) その他教育上必要と認める事業 

第３章 役員 

第６条 本会に、次の役員を置く。 

 (１) 会長 １名 

 (２) 副会長 ７名 

 (３) 監事 ３名 

 (４) 評議員 若干名 

 (５) 代議員 若干名 

 (６) 幹事 若干名 

 (７) 顧問・参与 若干名 

第７条 前条の役員の選出方法は、次のとおりとする。 

 (１) 会長、副会長及び監事は、総会において選出する。 

 (２) 評議員及び幹事は、会長が委嘱する。 

 (３) 代議員は、評議員の中から会長が委嘱する。 

 (４) 顧問・参与は、理事長、副理事長、学長、副学長及び事務局長並びに特に本会に功労のあった者を総会において

推薦する。 

第８条 役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでその職務を行う。 

第９条 役員の任務は、次のとおりとする。 

 (１) 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

 (２) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

 (３) 監事は、会計を監査し、通常総会にこれを報告する。 

 (４) 評議員は、評議員会を組織し、第 10条第２号の事項を審議する。 

 (５) 代議員は、代議員会を組織し、第 10条第３号の事項を審議する。 

 (６) 幹事は、本会の庶務会計などの会務を行う。 

 (７) 顧問・参与は、会の運営について会長その他役員の相談に応ずる。 

第４章 会議 

第 10条 本会の会議は、次のとおりとし、議決事項に関しては、出席会員の多数決によるものとする。ただし、賛否同

数のときは、議長がこれを決定する。 

 (１) 総会は、年１回開催し、予算、決算及び重要事項を議決する。ただし、緊急に総会の議決を要する事項がある場

合には、臨時に総会を開催する。 

 (２) 評議員会は、必要に応じて会長が招集し、総会への提出議案及び本会の行事について審議する。 

 (３) 代議員会は、必要に応じて会長が招集し、評議員会への提出議案及び本会の行事について審議する。 

第５章 会計 

第 11条 本会の経費は、入会金、会費及び寄付金その他の収入をもってこれに充てる。 

第 12条 本会の入会金及び会費の額は、総会において決定する。 

第 13条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月 31日に終る。 

第 14条 本会の決算は、会計年度終了後速かに行い、監事の監査を受けなければならない。 

附 則 

この会則は、昭和 52年４月１日から施行する。 

この改正会則は、昭和 62年６月 20日から施行する。 

この改正会則は、平成３年６月 22日から施行する。 

この改正会則は、平成４年４月１日から施行する。 

この改正会則は、平成 10年４月１日から施行する。 

この改正会則は、平成 11年４月１日から施行する。 

この改正会則は、平成 14年４月１日から施行する。 

この改正会則は、平成 15年４月１日から施行する。 

この改正会則は、平成 18年６月 25日から施行する。 

この改正会則は、平成 26年６月 15日から施行する。 

この改正会則は、平成 29年６月 11日から施行する。 

この改正会則は、令和元年６月９日から施行する。 

この改正会則は、令和２年６月 1日から施行する。 
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令和６年度 父母会役員  

 

顧問 佐藤
さとう

 一郎
いちろう

 理事長   

〃 松重
まつしげ

 和美
かずみ

 学長   

参与 山本
やまもと

 光憲
みつのり

 副理事長／企画監   

〃 川本
かわもと

 幸彦
ゆきひこ

 副学長   

〃 佐野
さの

 義行
よしゆき

 事務局長   

会長 古堅
ふるげん

 佳奈子
かなこ

 大学：日本文学科４年 沖縄県 

副会長 佐々木 和代
ささき  かずよ

 大学：人間生活科学科３年 徳島県 

〃 井上 直美
いのうえ なおみ

 大学：児童学科２年 徳島県 

〃 藤岡 晴美
ふじおか はるみ

 大学：看護学科４年 香川県 

〃 金城 優子
きんじょう ゆうこ

 大学：看護学科２年 沖縄県 

〃 谷 陽子
たに ようこ

 大学：経営情報学科４年 高知県 

〃 落合 綾子
おちあい あやこ

 短期大学部：音楽科２年 島根県 

〃 本藤 明子
ほんどう あきこ

 大学：看護学科３年 愛媛県 

監事 湯本 光知子
ゆもと みちこ

 大学：人間生活科学科３年 徳島県 

〃 裏巽 晶子
うらたつみ あきこ

 大学：健康栄養学科３年 徳島県 

〃 近藤 美幸
こんどう みゆき

 大学：児童学科３年 徳島県 

幹事 小原
こはら

 直樹
なおき

  総務･企画部長   

〃 曽川
そがわ

 美佐子
みさこ

 教育･学生支援部長   

〃 安永
やすなが

 潔
きよし

 学生支援担当部長   

〃 日野
ひの

 秀美
ひでみ

  経理課長   

〃 平田
ひらた

 潤子
じゅんこ

 学生支援課長   
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令和７年度年間行事予定（案） 

 

 

  

行事名 日付 時間 

父母会入会式   R7.4.3 (木) 入学式終了後 

会計監査 R7.5.19 (月) 13：30～ 

役員会 R7.5.19 (月) 14：30～ 

第１回評議員会  R7.6.1 (日) 10：30～12：00 

総会          R7.6.1 (日) 13：00～15：00 

新・旧役員引き継ぎ会  R7.6.1 (日) 17：00～19：00 

沖縄県地区父母懇談会 R7.6.22 (日) 
8:30受付準備 

10:00～14:30 

香川県地区父母懇談会 R7.8.30 (土) 
9:00受付準備 

10:00～14:30 

中国地区父母懇談会 R7.8.31 (日) 
8:30受付準備 

10:00～14:30 

高知県地区父母懇談会 R7.9.13 (土) 
8:30受付準備 

10:00～14:30 

愛媛県地区父母懇談会 R7.9.14 (日) 
8:30受付準備 

10:00～14:30 

代議員会 R7.11.8（土） 10：30～11：30 

課外活動優秀者表彰式 未定 未定 

卒業証書・学位記授与式 R8.3.16 (月) 10：00～11：30 
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